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北九州市告示第２８０号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者を指定したので、同法第７８条の１１第１号の

規定により次のとおり告示する。

  令和元年１２月１６日 

北九州市長 北 橋 健 治 

地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０７

００８２６

デイサロン 

Ｏｌｉｖｅ 

北九州市八幡西

区岩崎四丁目１

３番８号 

株式会社楽人 令和元年

１２月１

日 
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北九州市告示第２８１号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第７

８条の１１第２号の規定により次のとおり告示する。 

  令和元年１２月１６日 

北九州市長 北 橋 健 治   

地域密着型通所介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７２６

０１１３３

デイサービス 

和 

福岡県行橋市南

泉一丁目２４番

１２号 

株式会社ハー

トフル 

平成３１

年３月１

２日 

４０９０５

００５２３

デイサービス 

 麦わらぼう 

し 

北九州市小倉南

区中吉田四丁目

１０番６号 

株式会社ベリ

ーフィン 

令和元年

６月３０

日 

４０７０２

００５２４

デイサービス 

センターなず 

な 

北九州市若松区

大字蜑住２８９

番地２ 

有限会社サポ

ートネットワ

ーク 

令和元年

１１月３

０日 
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北九州市公告第５２８号 

港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第９項の規定により、北九

州港港湾計画の変更の概要を次のとおり公告する。 

 令和元年１２月１６日 

                 北九州港港湾管理者 北九州市      

                 代表者 北九州市長 北 橋 健 治   

１ 港湾計画の変更の概要 

  北九州港港湾計画の改訂の概要（平成２４年北九州市公告第２６号）によ

りその概要を公告した北九州港港湾計画について変更した事項は、次のとお

りである。 

（１） 港湾環境整備施設計画 

緑地 

地区名 
面積（ヘクタール） 

変更前 変更後 

響灘東地区 １１５ １１１

（２） 土地造成及び土地利用計画 

  土地利用計画 

地区名 
面積（ヘクタール） 

用途 
変更前 変更後 

新門司北地区 
１３３ １５２ 港湾関連用地 

１９ ０ 工業用地 

響灘東地区 

４７ ４８ 港湾関連用地 

１,００８ １,０１３ 工業用地 

１１５ １１１ 緑地 

２ 港湾計画の縦覧場所 

  北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

北九州市港湾空港局港湾整備部計画課 
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北九州市上下水道局管理規程第４号

北九州市水道条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和元年１２月１６日

               北九州市上下水道局長 中 西 満 信

北九州市水道条例施行規程の一部を改正する規程

北九州市水道条例施行規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１３号）

の一部を次のように改正する。

第２０条の２第１項第１号中「第５条」を「第６条」に改め、同項第２号た

だし書を削る。

付 則

この規程は、令和２年１月１日から施行する。ただし、第２０条の２第１項

第１号の改正規定は、令和元年１２月１６日から施行する。
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北九州市公営競技局管理規程第２号 

 北九州市モーターボート競走電話投票実施規程及び北九州市モーターボート

競走キャッシュレス投票実施規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和元年１２月１６日 

               北九州市公営競技局長 上 野 孝 司   

   北九州市モーターボート競走電話投票実施規程及び北九州市モー 

ターボート競走キャッシュレス投票実施規程の一部を改正する規 

程 

 （北九州市モーターボート競走電話投票実施規程の一部改正） 

第１条 北九州市モーターボート競走電話投票実施規程（平成３０年北九州市 

公営競技局管理規程第３２号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２号を次のように改める。 

  （２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 （北九州市モーターボート競走キャッシュレス投票実施規程の一部改正） 

第２条 北九州市モーターボート競走キャッシュレス投票実施規程（平成３０ 

年北九州市公営競技局管理規程第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２号を次のように改める。 

  （２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

   付 則 

 この規程は、令和元年１２月１６日から施行する。 
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